
◎
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
〇
年
五
月
三
〇
日
法
律
第
四
七
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
〇
年
四
月
一
八
日
・
衆
議
院
経
済
産
業
委

員
会

）

○
甘
利
国
務
大
臣

ま
ず
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
要

旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

我
が
国
は
、
京
都
議
定
書
の
目
標
を
確
実
に
達
成
す
る
と
と
も
に
、
中

長
期
的
に
も
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
を
削
減
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

お
り
ま
す
。
温
室
効
果
ガ
ス
の
約
九
割
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源
の
二
酸
化
炭

素
で
あ
り
、
一
層
の
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
の
た
め
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

対
策
の
強
化
が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
の
大
部
分
を
海
外
に
依
存
し
て
い
る
我
が
国

に
お
い
て
、
最
近
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
の
国
際
的
な
高
騰
に
対
応
す
る
た

め
、
国
民
経
済
全
体
と
し
て
さ
ら
な
る
燃
料
資
源
の
有
効
利
用
を
図
り
、

国
民
経
済
の
負
担
増
を
緩
和
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

特
に
近
年
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
傾
向
を
見
ま
す
と
、業
務
、家
庭
と
い
っ

た
民
生
部
門
に
お
い
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
が
大
幅
に
増
加
し
て
お
り
ま

す
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ま
で
重
点
的
に
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

進
め
て
き
た
産
業
部
門
の
工
場
だ
け
で
な
く
、
民
生
部
門
に
お
い
て
も
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
を
一
層
進
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
本

法
律
案
を
提
案
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
本
法
律
案
の
要
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
工
場
、
事
業
場
に
係
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
の
強
化
で
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ま
で
一
定
規
模
以
上
の
大
規
模
な
工
場
に
対
し
エ
ネ
ル
ギ
ー

管
理
の
義
務
を
課
し
て
い
ま
し
た
が
、
改
正
に
よ
り
事
業
者
単
位
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
管
理
を
義
務
づ
け
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
業

務
部
門
に
多
く
見
ら
れ
る
中
小
規
模
の
事
業
場
を
数
多
く
設
置
す
る
事
業

者
を
新
た
に
義
務
の
対
象
に
加
え
る
と
と
も
に
、
産
業
部
門
を
含
め
、
事

業
者
の
経
営
判
断
に
基
づ
く
効
果
的
な
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
取
り
組
み
を
推

進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

第
二
に
、
住
宅
・
建
築
物
に
係
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
の
強
化
で
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ま
で
大
規
模
な
住
宅
・
建
築
物
の
建
築
主
等
に
対
し
省
エ
ネ

ル
ギ
ー
措
置
の
届
け
出
義
務
を
課
し
て
い
ま
し
た
が
、
改
正
に
よ
り
措
置

が
著
し
く
不
十
分
で
あ
る
場
合
の
所
管
行
政
庁
に
よ
る
指
示
、
公
表
に
加

え
命
令
を
導
入
す
る
と
と
も
に
、
一
定
の
中
小
規
模
の
住
宅
・
建
築
物
に

つ
い
て
も
届
け
出
義
務
の
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
三
八



一
定
戸
数
以
上
の
住
宅
を
建
築
す
る
事
業
者
が
住
宅
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性

能
の
向
上
を
相
当
程
度
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
国
土
交
通
大
臣
が
勧

告
、
公
表
、
命
令
を
行
う
等
の
措
置
を
新
た
に
定
め
る
と
と
も
に
、
販
売

事
業
者
等
に
対
し
て
建
築
物
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
の
表
示
等
を
促
す
規

定
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

以
上
が
、
両
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
要
旨
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
経
済
産
業
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
四
月
二
五
日
）

○
東
順
治
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
経
済
産
業
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
の
大
部
分
を
海
外
に
依
存
す
る
我
が
国
は
、
限
ら
れ

た
燃
料
資
源
の
さ
ら
な
る
有
効
活
用
を
図
る
と
と
も
に
、
地
球
温
暖
化
対

策
推
進
の
た
め
、
二
酸
化
炭
素
の
排
出
を
さ
ら
に
抑
制
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
の
一
層
の
強
化
が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま

す
。

本
案
は
、
工
場
や
オ
フ
ィ
ス
等
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
を
強
化
す
る
た

め
、
従
来
の
工
場
単
位
の
規
制
を
企
業
単
位
に
改
め
る
こ
と
で
規
制
対
象

の
拡
大
を
図
る
と
と
も
に
、
住
宅
や
建
築
物
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
を
拡

充
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

両
案
は
、
四
月
十
八
日
甘
利
経
済
産
業
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を

聴
取
し
た
後
、
質
疑
に
入
り
、
参
考
人
か
ら
の
意
見
を
聴
取
す
る
な
ど
慎

重
な
審
査
を
行
い
、
本
日
質
疑
を
終
了
い
た
し
ま
し
た
。
質
疑
終
局
後
、

両
案
に
つ
き
採
決
を
行
っ
た
結
果
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
、
い
ず
れ
も
原

案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
両
案
に
対
し
そ
れ
ぞ
れ
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
〇
年
四
月
二
五
日
）

政
府
は
、
限
ら
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
の
有
効
な
利
用
を
図
る
と
と
も

に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源
の
二
酸
化
炭
素
の
排
出
を
よ
り
一
層
抑
制
す
る
こ

と
に
よ
り
、
地
球
環
境
と
経
済
の
両
立
に
配
慮
し
た
対
策
で
あ
る
省
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
確
実
に
推
進
す
る
た
め
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に

つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一

民
生
部
門
に
お
け
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
推
進
の
必
要
性
や
本
改
正
に
よ

る
具
体
的
な
効
果
等
に
つ
い
て
国
民
に
対
し
て
わ
か
り
易
い
説
明
を
行

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
三
九



い
、
国
を
挙
げ
た
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
推
進
に
向
け
て
対
策
を
一
層
強
化
す

る
こ
と
。

ま
た
、
中
小
規
模
の
住
宅
や
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
に
つ
い
て
も
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
等
の
取
り
組
み
が
進
む
よ
う
、
新
築
や
改
築
に
係
る
住
宅
等
に
対

す
る
支
援
策
の
拡
充
を
図
る
こ
と
。

二

事
業
者
単
位
の
規
制
の
導
入
に
際
し
て
は
、
中
小
の
事
業
者
の
実
情

等
に
十
分
配
慮
し
た
運
用
を
行
う
と
と
も
に
、
中
小
企
業
へ
の
情
報
提

供
や
省
エ
ネ
診
断
の
普
及
等
に
努
め
る
こ
と
。

ま
た
、
高
度
な
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
を
有
す
る
大
企
業
が
中
小
企
業

等
と
連
携
し
て
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
取
り
組
む
た
め
の
、
共
同
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
事
業
に
関
す
る
制
度
設
計
及
び
支
援
措
置
に
つ
い
て
早
急
に
具
体

化
す
る
こ
と
。

三

我
が
国
が
今
後
と
も
世
界
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
を
リ
ー
ド
し
て
い

く
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
更
な
る
技
術
開
発
や
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

大
幅
な
導
入
等
を
推
進
す
る
た
め
の
施
策
の
効
果
的
実
施
に
努
め
る
こ

と
。
併
せ
て
、
我
が
国
企
業
が
有
す
る
優
れ
た
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
等

の
活
用
は
、
世
界
規
模
で
の
地
球
温
暖
化
対
策
に
極
め
て
有
効
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
我
が
国
経
済
の
競
争
力
に
及
ぼ
す
影
響
を
勘
案
し
つ
つ
、

諸
外
国
に
対
す
る
省
エ
ネ
の
制
度
導
入
及
び
新
エ
ネ
技
術
の
普
及
等
の

た
め
の
条
件
整
備
に
努
め
る
こ
と
。

四

将
来
の
国
際
的
な
枠
組
み
の
構
築
に
当
た
っ
て
は
、
米
国
、
中
国
等

の
二
酸
化
炭
素
大
量
排
出
国
や
イ
ン
ド
、
ブ
ラ
ジ
ル
等
の
二
酸
化
炭
素

排
出
量
の
大
幅
な
伸
び
が
予
想
さ
れ
る
国
々
に
対
す
る
働
き
か
け
を
強

化
す
る
と
と
も
に
、
他
の
先
進
国
と
の
負
担
の
公
平
化
を
図
る
観
点
か

ら
、
各
国
に
お
け
る
業
種
別
の
実
情
を
考
慮
に
入
れ
た
制
度
の
確
立
に

努
め
る
こ
と
。

三
、
参
議
院
経
済
産
業
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
五
月
二
三
日
）

○
山
根
隆
治
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
め
ぐ
る
経
済
的
、
社
会
的
環
境
の
変
化

に
か
ん
が
み
、
一
層
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
よ
り
燃
料
資
源

の
有
効
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
、
工
場
等
に
関
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理

の
義
務
の
対
象
を
工
場
等
ご
と
か
ら
事
業
者
ご
と
に
変
更
す
る
と
と
も

に
、
住
宅
・
建
築
物
分
野
の
対
策
の
強
化
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
参
考

人
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
と
と
も
に
、
地
球
温
暖
化
問
題
に
対
す
る
認

識
、
革
新
的
省
エ
ネ
技
術
開
発
の
必
要
性
、
バ
イ
オ
燃
料
導
入
の
意
義
及

び
課
題
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
四
〇



よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
了
し
、
順
次
採
決
の
結
果
、
両
法
律
案
は
い
ず
れ
も
全
会
一

致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
両
法
律
案
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
〇
年
五
月
二
二
日
）

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を

講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一

新
た
に
規
制
の
対
象
と
な
る
中
小
事
業
者
・
建
築
主
等
に
対
し
て
法

改
正
の
趣
旨
・
内
容
に
つ
い
て
周
知
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら

の
者
の
実
情
に
十
分
配
慮
し
、
過
度
な
負
担
が
か
か
る
こ
と
の
な
い
よ

う
、
可
能
な
限
り
手
続
の
簡
素
化
等
を
図
る
こ
と
。
そ
の
上
で
、
省
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
取
組
が
不
十
分
な
事
業
者
・
建
築
主
等
に
対
し
積
極
的
に

改
善
を
求
め
る
な
ど
厳
正
な
法
運
用
に
努
め
る
こ
と
。

二

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
を
更
に
行
う
余
地
が
比
較
的
残
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
中
小
事
業
者
に
対
し
て
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
係
る
情
報
提

供
、
省
エ
ネ
診
断
の
普
及
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
事
業
と
し
て
推
進
す
る

Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
（
エ
ス
コ
）
事
業
の
活
用
等
の
取
組
を
重
点
的
に
支
援
す
る

こ
と
。
ま
た
、
中
小
規
模
の
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
や
住
宅
に
つ
い
て
も
省
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
取
組
が
進
む
よ
う
、
支
援
策
の
拡
充
を
図
る
こ
と
。

三

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
抑
制
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
供
給
の
確
保

に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
全
般
に
わ
た
る
取
組
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か

ん
が
み
、
革
新
的
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
の
開
発
等
を
内
容
と
す
る
省
エ

ネ
ル
ギ
ー
フ
ロ
ン
ト
ラ
ン
ナ
ー
計
画
の
達
成
に
向
け
て
万
全
を
期
す
と

と
も
に
、
原
子
力
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
多
様
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
技
術
開

発
、
導
入
及
び
利
用
を
着
実
に
推
進
す
る
こ
と
。

四

気
候
変
動
に
関
す
る
将
来
の
国
際
的
な
枠
組
み
の
構
築
に
当
た
っ
て

は
、
す
べ
て
の
主
要
排
出
国
が
参
加
し
世
界
全
体
と
し
て
の
温
室
効
果

ガ
ス
の
効
果
的
な
排
出
削
減
を
実
現
で
き
る
枠
組
み
が
構
築
さ
れ
る
よ

う
、
粘
り
強
い
外
交
努
力
を
続
け
て
い
く
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
四
一


